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■介護老人福祉施設への入所が原則要介護３以上に（平成２７年４月から開始予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府HP：http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/osirase5/nyuusyosennkou.html 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業について（平成２９年４月から開始予定） 
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■一定以上所得者の負担割合の見直しについて（平成２７年８月から開始予定） 

 

 一定以上所得者の自己負担割合が平成２７年８月から２割に改正される。 

 

 

 

 

 

 

■高額介護サービス費の見直し（平成２７年８月から開始予定） 

 

 同一世帯内に現役並み所得者がいる場合は、その世帯の負担上限額を４４，０００円とす

る。 

 

 

 

 


